
１．「一般保険料」の保険料率

　当健康保険組合の保険料率を次のとおりとする。

　令和5年3月1日（令和5年3月分保険料、ただし任意継続被保険者については、

　令和5年4月分保険料）から実施する。
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２．「介護険料」の保険料率

　令和5年度納付金額計算書により、当健康保険組合の保険料率を次の

　とおりとする

　令和5年3月1日（令和5年3月分保険料、ただし任意継続被保険者については、

　令和5年4月分保険料）から実施する。
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